
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 附則 



 



 

 

 

                                    附則－１ 

 

   土木・建築工事 

   月別工事予定進捗状況表添付資料 

     工事出来高報告書作成方法 

 

 

１ 「工種名」、「工程名」、「単位」、「工事費構成表」は発注者が提示する。 

 

２ 発注者から提示されたもののほか、下記内容について記載する。 

 （１）契約番号・契約件名、契約工期、受注者名及び契約金額 

 （２）数   量：設計図書に明示されている数量又は換算数量 

 （３）出来高数量：当局が別途定める基準に基づき、計上できる数量又は換算数量 

 （４）計画出来高：施工計画書実施工程表に基づく出来高 

 （５）実施出来高：施工率及び配分率により算定した出来高 
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                                      附則－２  

 

設備工事の実施工程表及び 

出来高報告書作成方法 
 
 １ 実施工程表  
 （１）内訳は監督員が提示する。  
 （２）内訳のうち年度予定執行額に見合う項目は、監督員が提示する。 

 （３）内訳及び内訳配分率は発注者が提示し、受注者が記載する。  
 （４）内訳配分率は整数で表示する。  
 （５）工程線は太線で表示する。  
 （６）各内訳の月別配分率は、太線上に小数第一位までを表示する。  
 （７）債務負担工事における年度別月間予定進捗率の初年度については、発注者から提示さ  
    れた年度予定執行額に見合う内訳を基に、その額が１００％となるように配分する。  
 （８）工事変更等で工程に変更が生じた場合は、変更後の実施工程表を提出する。  
 
 ２ 出来高報告書  
 （１）実施工程表を基に作成する。 

 （２）内訳及び内訳配分率は発注者が提示し、受注者が記載する。  
 （３）工期内予定進捗率に対して１０％以上の遅延があった場合は、その理由、現在とって  
    いる措置、今後の対策を備考欄に記載する。  
 
                （参考）  
                    施設建設部 通達  
                     「設備工事の工程管理要領」の作成について  
                      ５４下整工第２８号  
                      改正 平成 ２年 ８月 １日 

                         平成１１年 ４月 １日 

                         平成１３年 ４月 １日  
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                                       附則－３ 

 

設備工事の既済部分検査に係わる 
提出書類作成方法 

 

１ 既済部分検査請求書 

提出月日は、既済部分出来高調書の日付の翌日とする。 

 

２ 既済部分出来高調書 

（１）出来高率、出来高額は、当局が算出した率及び額とする。 

（２）今回出来高額は、累計出来高額から前回までの出来高額を差し引いた額とする。 

 

３ 工種別出来高内訳書 

（１）「名称、形状」、「単位」、「数量（設計、出来高数量）」は当局が提示したものであること。なお、

輸送費、補助材料費、労務費、直接経費、仮設費、共通仮設費、現場管理費、据付間接費、設計

技術費、一般管理費等の単位及び数量（設計、出来高数量）は記入しない。 

（２）前回まで受検したものと、今回受検対象となるものとがある場合は、欄を分けて記入する。 

（３）設計仕様が同一で「完成した製作品」と「据付けの完了した部分」に分かれる場合は、

上下２段に分けて記入する。（上段＝完成した製作品、下段＝据付けの完了した部分） 

なお、「完成した製作品」のみの場合は、１段で記入する。 

（４）出来高数量を、一式出来高内訳書の添付によって処理するものは、数量の代わりに※を記入す

る。 

 

４ 一式出来高内訳書 

（１）一式出来高内訳書は、工種別出来高内訳書の出来高数量欄の今回に、※を記入したものについ

て添付する。記入は３（１）から（４）までに準ずる。 

 

（参考）経理部 通達 

 「設備工事における既済部分検査要項」 
                      １３下経会第６４号  
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